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に
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庄

土
佐
に
於
て
間
引
の
行
は
れ
た
こ
と
並
に
そ
の
謝
策
と
し
て
育
子
令
の
愛
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
在
が
既
に
木
誌
に
於
て
遁
べ
た
所
で
あ
る
が
、
其

後
入
手
し
得
た
・
見
料
に
よ
っ
て
若
干
そ
れ
を
補
足
す
る
と
共
に
、
維
新
後
の
政
策
に
つ
い
て
明
か
漣
ぶ
る
こ
主
と
し
た
い
。

一
、
維
新
前
の
育
子
策

賀
厩
九
年
間
七
丹
仁
間
引
制
止
め
令
が
勢
せ
ら
れ
仁
こ
と
は
慨
に
酢
棋
に
述
べ
た
所
で
あ
る
が
、

八
月
廿
九
日

に
は
『
二
子
三
子
産
候
者
有
之
候
は
〉
、
上
下
不
限
、
主
趣
月
行
司
申
出
、
月
行
司
よ
り
御
目
附
え
申
達
候
様
』
と

の
口
遣
が
あ
り
、
之
に
劃
し
て
和
漢
に
お
け
る
二
子
三
子
の
事
跡
を
上
申
し
、
更
に
養
育
料
下
附
に
つ
い
て
も
調

査
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
の
加
く
で
あ
る
。
印
ち
「
谷
奥
湖
上
書
」
に
日
く

『
三
子
之
義
御
尋
に
付
窓
申
上
口
上
質

二
子
=
一
子
産
儀
者
有
之
時
、
御
扶
助
被
漬
儀
如
何
可
被
仰
付
哉
、
外
々
之
近
例
等
相
考
、
常
今
之
時
勢
に
柑
憾
の
庭
置
相
考
候
様
に
被
仰
付
候
。

の
而
相
考
候
慮
、
指
蛍
り
外
々
之
迩
例
都
て
承
停
不
申
拍
問
。
尤
江
戸
表
に
は
嘗
時
三
子
に
挟
持
被
清
候
御
政
令
宥
之
由
に
候
へ
共
、
是
以
員
齢
制
等

の
委
細
は
不
奉
存
候
。
(
中
略
)
営
時
御
園
に
て
は
二
子
三
子
は
各
別
、
管
人
宛
生
候
者
さ
へ
養
に
乏
し
で
殺
棄
申
榛
之
義
に
候
間
二
子
=
一
子
之
者

h
H

は
挨
助
の
筋
不
被
仰
付
候
て
は
生
育
可
仕
選
無
御
座
義
勿
論
に
候
歎
。
然
は
あ
な
か
ち
静
端
と
申
に
も
よ
ら
ず
、
叉
他
之
例
を
見
合
申
事
に
で

も
無
之
、
指
嘗
P
養
育
相
成
候
程
之
あ
て
が
ひ
被
遁
侯
義
営
然
と
奉
存
候
。
品
川
て
相
考
候
に
三
子
に
三
人
挟
持
二
子
に
二
人
挨
持
或
は
一
人
挟
持

土
佐
の
育
子
策
に
つ
い
て

第
三
十
六
巻

第
一
誠

ム
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土
佐
の
育
子
策
に
つ
い
て

第

盟主

プ=

第
三
十
六
巻

ム
ノ、

計
に
て
、
拾
五
歳
迄
被
遺
可
然
欺
と
車
中
存
候
。
農
工
商
白
者
拾
五
歳
に
相
成
候
て
は
相
際
之
生
業
一
己
白
口
を
食
申
事
は
相
成
候
問
、
是
の
年
迄

の
扶
助
に
て
宜
候
牛
敗
。
諸
奉
公
人
に
は
作
配
叉
蓮
申
事
齢
期
と
奉
存
候
。
尤
御
用
人
以
下
之
面
々
は
是
以
十
五
歳
以
上
に
相
成
候
へ
は
相
際
に
か

せ
ぎ
の
道
も
可
有
之
候
欺
、
只
五
人
扶
持
拾
石
前
後
に
て
士
列
に
備
候
者
は
、
ロ
〈
今
の
遁
に
て
は
二
子
三
子
に
か
ぎ
る
f
出
生
之
者
を
皆
・
2
畢
養

ひ
候
事
難
相
成
義
照
然
に
候
問
、
選
通
白
選
無
之
候
で
は
難
成
事
主
意
存
候
。
此
段
の
儀
に
お
ゐ
て
は
別
に
庖
置
の
愚
考
御
座
候
得
共
、
此
に
は

相
記
難
〈
候
問
、
待
他
日
言
上
可
仕
候
。
先
は
大
身
成
面
々
は
各
別
、
小
身
之
面
々
は
一

a

子
三
子
生
候
は
ピ
御
心
持
御
案
可
被
常
義
常
然
か
と
奉

存
候
』
(
干
略
〉

九
月

日

(
賓
岡
山
九
年
)

と
り
献
へ

τ克
政
十
年
一
二
月
二
十
三
日
必
日
山
地
じ
は

『
二
子
一
一
一
子
産
之
者
有
之
候
は

r
届
出
候
様
、
前
方
御
先
代
様
思
召
を
以
被
仰
出
候
蕗
、
右
届
方
近
年
被
差
止
候
。
然
に
此
皮
太
守
綾
田
仙
召
を
以
御

先
代
忠
信
白
逸
、
右
等
の
者
有
之
侠
は
Y

上一

r
に
不
寄
其
赴
申
出
候
様
被
仰
出
候
傑
、
早
蓮
大
御
頭
へ
申
出
、
允
支
配
頭
よ
り
御
日
付
方
へ
可
被

申
出
候
』
云
々

と
あ
る
か
ら
、

-
一
子
コ
一
子
出
産
屈
出
の
一
時
中
絶
さ
れ
て
ゐ
七
色
の
が
、
寛
政
十
年
ド
至
っ
て
復
活
さ
れ
た
こ
と

が
明
か
で
あ
る
。
而
し
て
「
皆
山
集
」
憲
二
十
に
は
『
二
子
三
子
へ
御
扶
持
を
給
ふ
事
賓
暦
十
年
庚
辰
始
る
。
安
永
元

年
壬
辰
是
を
や
め
ら
る
克
政
十
年
戊
午
三
月
よ
h
ま
に
始
る
』
と
あ
る
か
ら
、
二
子
三
子
出
産
の
者
へ
扶
持
米
の
輿

へ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
、
井
に
そ
れ
が
一
時
中
絶
し
て
寛
政
十
年
に
復
奮
さ
れ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
り
、
右
の
届
出

の
中
絶
も
多
分
一
女
水
一
冗
年
頃
よ
ち
の
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
扶
持
米
の
高
に
つ
い
て
は
何
等
記
せ
る
薩
が
な

い
か
ら
明
か
で
な
い
が
、
之
を
支
給
し
に
こ
と

rげ
は
右
の
菅
山
集
の
記
事
「
い
よ
っ
て
之
を
認
め
る
こ
と
か
出
来

る

而
し
て
克
政
十
年
以
後
何
時
ま
で
頼
い
た
も
の
か
と
い
ふ
こ
と
も
遺
憾
な
が
ら
之
を
明
か
に
し
得
な
い
。
な

が
前
稿
に
示
せ
し
蕗
の
も
の
は
、
数
識
令
が
主
で
J

の
っ
て
育
子
米
金
施
輿
に
つ
い
て
は
全
然
史
料
を
棋
い
て
居
に

中老月番記録巻百四4) 



か
ら
、
土
佐
藩
に
於
て
は
物
質
的
援
助
の
方
法
を
採
ら
な
か
っ
た
も
の
か
と
も
考
へ
に
衣
第
で
あ
る
が
ト
右
の
脅

山
集
の
記
事
に
よ
っ
て
、
土
佐
藩
に
於
て
-
も
や
は
り
物
質
的
救
助
の
方
法
を
採
っ
た
こ
と
を
知
り
得
る
に
至
っ
た

の
で
あ
る
。
ぞ
れ
が
一
時
的
で
あ
っ
た
か
、
一
日
一
久
的
で
あ
っ
た
か
、
亦
ぞ
の
内
容
の
詳
細
は
、
猶
不
明
で
あ
る
に

し
で
も
。

更
に
各
地
の
事
例
に
つ
い
て
見
る
に
、
民
間
篤
志
の
者
が
、
ご
の
弊
風
改
善
に
壷
力
し
た
こ
と
が
少
く
な
い
。

土
佐
に
於
て
も
そ
の
例
が
め
っ
た
こ
と
と
思
ふ
。
ぞ
の
一
例
と
し
て
は
併
智
隆
を
泉
ぐ
る
こ
と
が
出
来
る
。
知
日
隆

は
土
佐
岡
高
岡
郡
仁
井
田
村
の
人
で
、
須
崎
村
接
生
寺
の
住
職
で
あ
っ
た
。
間
引
の
鰐
凪
を
矯
正
ぜ
ん
と
し
富
者

に
封
じ
て
は
之
を
議
し
、
合
、
者
に
潤
し
て
は
金
殺
を
施
奥
し
、
或
は
乳
母
な
し
て
扶
養
せ
し
め
、
数
年
に
し
て
救
養

す
ザ
U
V
C

ご
ろ

ω浦
工
一
十
俳
人
仁
氏
J
h
k
o
文
九
二
今
同
郷
多
ノ
都
概
一
音
寺
に
移
勺
に
い
か
、
並
(
去
る
に
臨
ん
で
須
崎

の
邑
民
等
は
父
母
に
別
る
る
の
思
を
な
し
道
路
に
相
突
す
る
に
至
っ
た
と
惇
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

二
、
華
院
・
催
成
祉
・
共
立
轟
祉

明
治
の
初
、
藩
知
事
山
内
豊
範
は
間
引
の
悪
習
結
え
争
、
而
も
一
片
の
布
告
の
み
に
て
は
到
底
効
果
な
き
こ
と

合
認
め
、
赤
子
養
育
の
物
質
的
手
段
を
講
ぜ
ん
と
し
た
が
、
維
新
勿
々
の
際
、
政
府
の
費
用
色
多
端
で
あ
る
か
ら
、

知
事
の
家
緑
、
士
民
特
志
賓
の
寄
附
民
他
の
維
牧
人
一
い
よ
っ
て
「
産
院
」
金
創
波
ず
る
こ
と
と
し
た
。
二
年
十
一
月

の
知
事
の
布
告
比
こ
の
頃
」
ど
を
油
べ
た
も
の
で
め
る
が
、
こ
れ
に
基
い
て
献
金
を
な
す
者
多
く
ぞ
の
総
額
は
十
七

土
佐
の
育
子
策
に
づ
い
て

第
三
十
六
巻

一
六

第
一
一
披

ムノ、
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高
雨

量ま
し z
Tこ育

とま
い正
ふ 7)づ

て

第
三
十
六
巻

一
六
四

ノ、

四

第

f寅

(
詰
〕
右
一
の
養
院
設
立
に
づ
い
て
は
次
の
知
曹
と
と
が
侍
へ
ら
れ
て
居
る
。
即
ち
日
〈
『
右
養
院
の
創
設
た
る
宇
務
主
豊
範
公
御
先
代
養
徳
院
様
仁

惑
の
遺
志
を
継
承
せ
ら
れ
た
る
は
勿
論
な
り
主
雄
、
之
が
動
機
は
嘗
時
藩
の
執
政
た
り
し
後
藤
象
次
郎
板
垣
退
助
二
伯
が
、
早
〈
院
に
駿
落
置
豚

を
橡
越
し
、
置
脈
の
上
は
高
知
豚
凶
行
政
は
他
圃
人
の
手
に
委
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
彼
の
忌
む
べ
壱
鹿
児
堕
胎
白
悪
習
を
矯
正
せ
ず
し
で
、

之
を
他
凶
人
の
手
陀
委
ナ
る
が
加
き
は
、
土
佐
国
人
の
恥
辱
に
し
で
如
何
に
も
忍
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
な
る
が
故
に
、
際
務
提
牒
陀
先
ん
じ
之
が
橋

正
を
計
b
ぎ
る
可
ら
ず
と
一
再
ふ
に
在
り
。
此
趣
旨
を
以
て
藩
主
に
建
言
し
滞
主
の
嘉
納
す
る
底
と
な
り
、
窓
に
前
記
の
布
告
を
賢
し
養
院
創
立
の

官
滑
に
者
子
せ
り
と
い
ふ
』

hι

明
治
三
年
一
月
十
九
司
民
政
司
よ
り
左
の
布
告
，
か
あ
り
出
生
児
の
原
因
如
何
を
聞
は
十
養
院
に
入
ら
し
む
る
回
目

テ
-
明
か
に
し
た
。

『
生
子
医
殺
厳
禁
に
付
、
出
比
主
義
に
て
出
生
の
見
取
扱
疑
惑
之
者
も
可
宥
之
義
、
仮
令
不
義
之
仕
業
と
い
へ
ど
も
生
子
に
於
て
悪
業
に
陥
b
し
む
べ

か
b
F
る
は
hm
論
な

p
。
姦
夫
姦
婦
柑
嘗
の
詩
を
受
る
の
上
、
其
見
は
好
夫
に
責
付
し
で
養
育
せ
し
む
る
事
、
時
仲
の
表
に
存
ナ
。
若
岡
維
の
者
な

ら
ば
今
後
養
院
に
入
れ
養
育
せ
し
む
る
事
は
常
人
同
断
た
る
べ
し
復
実
疑
は
ん
。

包
、
人
妻
縞
婦
某
姦
争
に
耽
て
座
高
の
悪
業
に
陥
ら
し
む
べ
か
ら
ず
、
此
事
地
下
役
共
最
も
法
意
ナ
べ
し
、
若
悪
業
に
隠
ら
ぱ
姦
罪
は
躍
し
陸

殺
大
悪
業
の
重
罪
を
得
る
と
知
べ

U
o』

か
く
て
牒
を
中
心
と
す
る
養
院
が
出
来
た
が
、

こ
の
外
、
民
間
有
志
者
の
聞
に
も
殺
児
の
悪
習
を
矯
正
せ
ん
と

す
る
園
陸
が
め
っ
た
如
〈
に
考
へ
ら
れ
る
が
、
ぞ
れ
は
明
治
三
年
春
刊
行
の
左
記
の
文
書
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
か
。

『
天
地
の
聞
に
生
と
し
生
け
る
も
の
敦
れ
か
子
を
変
ま
ざ
る
べ
き
、
咽
四
千
人
と
生
れ
た
る
も
白
己
が
生
児
を
愛
ま
ざ
る
も
白
あ
b
じ
、
然
は
あ
れ
ど
、

世
台
風
習
に
染
ま
り
て
は
あ
ら
ね
方
に
癖
与
も
で
仔
も
の
な
る
を
、
中
に
も
最
浅
ま
し
曹
は
、
字
見
を
胎
申
に
て
毒
殺
し
、
又
は
産
出
る
孜
見
を

麿
殺
ナ
を
、
正
し
警
視
の
身
に
て
情
然
思
ひ
た
ら
ぬ
は
い
か
に
も
夷
秋
禽
軟
に
も
劣
り
し
事
な
ら
ず
宇
。
吾
艦
問
此
問
習
を
慨
歎
こ
主
有
年
実
。
此

渡
此
弊
を
除
害
虫
む
と
深
〈
心
を
普
む
る
の
徐
P
、
懸
巻
も
怪
曹
此
五
桂
回
大
綱
榊
遠
の
御
霊
を
招
鷲
し
諸
凋
誌
と
一
川
誓
ひ
で
自
今
以
後
産
児
白

網
目
Fあ名氏

頁
穀
四

銀
克

金
本

献
机
同
大

陀
曾
十

誌
協
七

日
普
巻

藩
哲
集
土

知
知
山

高
官
向
皆
同
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八
十
総
々
一
端
祭
に
集
え
行
む
こ
と
を
世
の
諸
人
に
蹟
〈
篤
〈
勧
め
ま
ほ
し
〈
、
一
の
曾
祉
を
結
び
う
る
に
な
む
。
抑
五
百
が
土
佐
の
御
回
目
人
口
毎

歳
毎
月
に
生
集
え
行
て
近
年
比
は
殆
五
十
万
口
に
及
ぴ
た
り
と
か
、
今
此
曾
祉
の
カ
も
で
い
よ
う
ま
す

f
k殖
康
ど
り
幾
千
万
四
段
と
成
な
は
民

に
天
金
人
と
稗
ヲ
ペ
し
恐
慢
与
も
此
康
前
に
新
誓
に
な
む
。

修

成

奇を

社

白

(

次

に

鵡

詞

を

載

す

〉

』

右
の
修
成
祉
な
る
も
の
は
事
質
如
何
な
る
組
織
で
如
何
な
る
活
動
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
何
時
迄
永

績
し
た
色
の
で
め
る
か
明
か
で
な
い
が
、
右
の
文
書
に
蹴
る
限
り
で
は
、
有
志
者
の
圏
睡
と
し
て
赤
子
の
養
育
す

ペ
き
こ
と
を
識
し
、
神
に
祈
誓
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
殻
果
を
大
に
せ
ん
と
し
た
も
の
の
如
く
、
物
質
的
救
締

の
方
法
戸
い
ま
で
は
到
ら
な
か
っ
た
色
の
か
と
考
へ
ら
れ
る
。

ま
に
膝
に
於
て
は
.

ニ
年
一
月
廿
八
日
に
民
政
司
よ
り
左
記
の
掲
示
含
な
し
、

生
子
融
脱
税
伝
紫
紺
ぜ
ん
だ
め
、

徳
川
時
代
に
於
け
る
常
套
手
段
に
る
密
告
政
策
'K採
ら
ん
と
し
た
も
の
の
加
く
で
あ
る
。

『
一
、
生
子
死
檀
牒
よ
り
下

右
者
此
月
サ
七
日
朝
五
ヅ
半
時
頃
山
岡
野
地
町
北
往
還
端
h
H
犬
喰
へ
来
り
見
官
候
者
宥
之
届
出
候
、
然
に
生
子
養
育
の
儀
は
此
度
厚
御
趣
意
被

仰
出
委
細
御
布
骨
に
相
成
候
慮
、
万
々
一
致
歴
苑
右
等
之
事
件
有
之
候
で
は
貰
に
不
安
、
此
上
殿
敷
御
穿
襲
被
塗
候
得
共
、
其
中
右
仕
業
私
に

存
知
の
者
、
官
所
旬
訴
出
候
得
ば
即
座
に
金
武
百
南
御
褒
美
被
下
筈
に
品
商
事
』

養
院
は
貧
民
の
其
子
を
養
育
す
る
能
は
ま
る
者
を
賑
他
し
、
其
事
業
勝
に
緒
に
就
か
ん
と
し
た
際
、
鹿
藩
置
牒

の
大
盤
草
に
遭
遇
し
、
先
き
の
計
童
は
蕊
に
一
一
種
し
て
専
ら
殖
産
興
業
の
事
に
使
用
せ
ん
と
し
、
祉
を
共
立
義
世

左
藤
…
し
、
資
金
を
授
産
金
と
な
す
に
至
っ
た
。
之
は
明
治
初
年
に
於
て
我
圃
一
一
般
に
産
業
振
興
の
思
想
勃
然
と
し

て
起
り
し
た
め
で
も
あ
り
・
ま
た
殺
児
の
弊
習
は
要
す
る
に
貧
困
に
し
て
生
計
の
詮
無
き
た
め
で
あ
る
か
ら
、
産

土
佐
の
育
子
策
に
つ
い
て

第
三
十
六
巻

一
六
五

第

披

一
六
五
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業
を
典
し
各
人
業
に
就
く
こ
と
を
符
ば
、
か
か
る
悪
習
は
自
ら
止

U
に
至
る
べ
し
と
考
へ
ら
れ
た
る
に
よ
る
で
あ

ら
う
。
か
く

τ養
院
も
そ
の
事
業
に
就
か
宇
し
て
格
る
に
歪
っ
た
も
の
で
あ
る
。

一
二
、
競

』電

世

以
上
の
如
く
に
し
て
育
子
事
業
は
一
時
中
絶
の
一
姿
と
な
っ
た
が
、
其
後
坂
本
則
敏
氏
が
あ
る
動
機
に
よ
っ
て
育

りIL

if;: 

分;
鞭
小

3{i' 

U11 
r: ) 

司
川
J

・

h
u
j
・
凶
川

M
M
f
-
ι
w
H
・

r
sい
』

唱

し

)
-
L
h
p
H
;

ヘ
〉
)
・

L
f
H
M
H
下、
J

U白

F
U
相
批
IFLV世
相

L
L
f
4
r
rト

F
J
U
剣
先
カ
J
d
l
，

F

サ一刻
v
c
-
4

も
養
育
す
る
能
は
古
る
旨
を
探
聞
し
、
同
氏
は
親
し
く
之
を
識
し
、
購
来
満
三
年
間
一
日
に
玄
米
五
合
を
興
ふ
る

こ
と
を
約
し
、
之
を
養
育
せ
し
め
た
が
、
主
(
後
ま
た
同
一
事
情
の
者
が
あ
り
、
或
は
姫
姉
よ
り
進
ん
で
救
持
ぞ
詰

ふ
も
の
も
め
り
、
か
〈
て
数
名
の
嬰
児
を
救
育
し
た
が
、
潤
自
の
財
力
に
て
は
到
底
贋
〈
救
育
の
事
業
を
達
成
し

難
き
を
思
び
、
同
志
ぞ
勧
誘
し
て
読
々
一
祉
を
樹
つ
る
に
至
っ
た

E
い
ふ
。

明
治
八
年
後
行
の
高
知
新
聞
第
五
十
勝
に
は
、
坂
本
則
敏
、
則
美
の
兄
弟
が
明
治
大
年
に
同
志
敷
名
E
説
々
一
祉

を
結
び
、
坂
本
則
敏
、
淡
中
新
作
等
自
費
を
以
て
四
児
を
養
育
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
然
し
業
常
初
に
於
て

は
読
々
一
祉
の
事
業
に
つ
き
、

一
時
出
産
の
時
営
救
ふ
の
み
で
あ
っ
て
後
日
父
母
を
し
て
養
は
し
め
ん
と
の
術
策
で

あ
る
と
か
、
異
人
に
輿
へ
て
映
は
し
な
忙
め
な
り
と
か
、
支
那
へ
戟
に
往
か
し
む
る
仁
め
な
り
と
か
言
ひ
侍
へ
、

従
て
子
炉
』
枇
に
出
す
と
き
は
父
母
は
子
を
殺
す
の
罪
に
営
る
と
か
、
子
は
其
一
祉
に
大
息
め
る
こ
と
を
知
る
も
親
ヤ
」

怨
む
こ
と
仇
融
の
如
く
で
あ
る
か
ら
寧
ろ
養
育
せ
ゴ
る
に
如
か
十
と
か
の
浮
説
妄
言
を
生
じ
、
事
業
の
経
営
い
か
甚

同上、 11ーロ頁
皆山集、曜をヒ十六
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だ
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
、

こ
こ
に
救
育
児
規
則
を
制
定
し
て
愚
人
の
疑
惑
を
解
い
た
と
い
ふ
。

こ
の
救
育
児
規
則

は
七
年
九
月
に
愛
せ
ら
れ
ず
し
ゐ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
説
々
祉
の
創
立
が
そ
れ
以
前
で
め
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

従
っ
て
前
掲
坂
本
則
敏
氏
の
行
潟
を
以
て
高
知
慈
善
協
曾
借
草
史
に

『
明
治
七
八
年
の
交
』
と
な
せ
る
は
必
す
し

-B
精
確
で
は
な
い
。

ま
た
設
々
一
祉
の
創
立
は
果
し
て
高
知
新
聞
所
掲
の
如
く
明
治
六
年
で
あ
る
か
、
或
は
ム
ハ
年
何

月
で
あ
る
か
色
明
ら
か
で
な
い
。

右
の
救
育
児
規
則
な
る
も
の
は
突
の
如
く
で
あ
り
、
之
に
よ
っ
て
大
韓
読
々
枇
の
目
的
や
事
業
を
知
h
得
る
か

ら
之
を
左
に
掲
げ
る
。

『
一
、
背
よ
り
の
風
俗
に
で
子
世
事
白
と
い
ふ
事
あ
り
、
抽
舶
に
集
D
毒
歪
騒
の
事
な

P
、
夫
ゆ
る
一
此
巾
相
互
に
カ
を
つ
〈
し
其
子
を
も
ら
い
受
て
是
を

救
う
〈

L
U
溝
上
司
，
払
心
!
申
告
除
怖
の
陛
訪
問
問
に
付
白
決
し
て
抑
付
ヶ
問
掛
川
諭
L
ガ
等
致
す
べ
か
ら
ず
、
若
万
一
政
府
よ
り
の
命
令
主
申
様
に
間

違
川
町
慌
て
は
相
な

b
ぎ
畠
事
、
夫
白
み
な
ら
ず
子
を
事
か
ぬ
杯
と
申
楼
の
事
柄
表
立
、
政
府
「
相
周
へ
候
て
は
人
を
需
に
お
と
す
様
に
成
行
、
犬

に
社
中
の
木
意
に
栂
遺
候
に
付
、
祉
中
相
互
に
此
心
得
第
一
た
る
べ
き
事

一
、
此
世
話
振
に
お
い
て
は
珊
も
人
の
迷
惑
に
な
ら
ざ
る
榛
に
陰
徳
の
志
を
ほ
ど
こ
し
候
を
本
意
と
い
た
し
候
事
に
付
、
其
視
の
貧
富
止
葉
市
事
か
ぬ

子
細
と
を
問
う
べ
か
ら
ず
、
者
又
其
親
名
を
あ
ら
は
ず
を
恥
る
も
の
あ
ら
ば
、
拾
見
の
名
目
を
も
っ
て
是
を
取
扱
ひ
英
命
に
損
害
な
膏
様
阿
世
話

い
た
ナ
べ
き
事

一
、
社
中
相
互
に
カ
を
蓋
し
成
丈
貨
を
少
し
で
貰
功
を
多
〈
せ
ん
事
を
肝
要
と
な
す
べ
-
妻
、
事

一
、
鼠
に
出
生
し
て
育
ひ
事
た
る
見
を
社
中
へ
托
み
救
助
を
受
ん
事
を
願
う
も
の
あ
り
と
も
一
一
切
相
断
る
筈
、
然
れ
ど
も
極
関
叉
は
止
む
と
主
を
得

そ
ζ
な
わ

ざ
る
子
細
お
る
時
は
祉
中
相
互
に
詮
議
白
上
、
其
生
命
を
損
害
ぬ
様
の
世
話
を
な
す
事
も
あ
る
べ
き
事

一
、
育
児
十
五
歳
よ
り
後
は
か
な
ら
宇
祉
中
の
救
助
を
離
れ
別
戸
萄
立
せ
し
む
べ
し
、
依
で
十
五
歳
よ
り
内
各
其
児
白
性
質
を
見
込
一
夫
々
、
活
業
(
大

工
鍛
冶
樟
展
英
外
諸
業
女
は
裁
縫
の
頬
)
の
修
行
致
さ
し
め
、
且
十
五
歳
よ
り
後
は
必
別
戸
濁
立
せ
し
む
べ
き
を
も
っ
て
其
迄
白
内
選
事
を
過
L
、

徒
ら
に
年
月
を
塗
ら
ず
、
社
中
の
指
聞
に
し
た
が
い
活
業
修
行
方
出
精
い
た
ず
べ
曹
旨
懇
に
相
議
申
べ
寺
事

土
佐
の
育
子
徒
に
づ
い
て

第
三
十
六
巻

一
六
七

第

号虎

一
六
七



土
佐
の
育
子
策
に
つ
い
て

第
三
十
六
巻

一
六
人

第

盟主

プt
A 

但
、
十
五
歳
よ
り
別
戸
濁
立
せ
し
む
る
事
は
迫
て
祉
中
相
互
詮
議
白
上
十
七
歳
よ
り
別
戸
調
立
致
き
せ
候
事
も
有
べ
し
、
英
外
別
戸
樹
立
致
さ

せ
候
時
白
一
規
則
は
一
切
迫
て
其
細
目
を
詮
議
す
べ
し

一
、
育
児
十
五
歳
よ
り
内
養
子
等
に
い
た
し
度
望
事
出
る
も
の
あ
ら
ば
社
中
詮
議
の
上
是
を
許
す
べ
害
事

一
、
育
児
は
悉
〈
兄
弟
の
義
を
箱
ば
し
め
吉
凶
の
事
故
又
病
気
な
ど
あ
る
時
は
睦
じ
〈
助
合
、
殊
に
兄
弟
の
分
を
正
し
〈
、
卒
日
の
者
坐
詞
遣
に
至

る
迄
兄
を
敬
ひ
弟
を
変
す
る
白
道
を
明
か
に
せ
し
む
べ
号
事

一
、
育
児
養
を
其
親
阜
時
A

け
ず
社
中
の
救
育
に
よ
っ
て
成
長
す
る
を
以
て
、
祉
中
に
第
一
の
大
恩
あ
り
ふ
」
し
、
親
を
ば
却
て
他
人
の
ど
と
〈
心
得
蓮

い
た
し
候
も
の
宥
之
も
計
る
〈
か

b
ず
、
是
素
よ
り
枇
巾
の
救
駒
に
よ
ワ
て
成
長
ナ
る
も
の
古
れ
ば
.
制
中
め
恩
も
又
大
な

p
'と
い
へ

E
も
親
子

の
大
裁
に
五
て
は
極
L
q

重
大
白
倫
哩
た
る
事
は
申
に
比

d
r、
殊
に
地
中
心
此
世
話
版
在
日
明
円
人
に
人
た
る
の
山
地
配
保
た
し

b
u
一
位
以
で
木
芯
・
と
い

た
す
事
に
で
、
子
と
し
て
視
を
臨
し
む
る
榛
に
成
行
震
で
は
大
に
枇
中
の
木
意
に
相
蓮
候
に
什
、
視
を
ば
大
切
に
存
じ
右
等
の
心
得
遣
毛
頭
無
之

榛
時
h

怒
に
相
さ
と
し
可
申
事

一
、
穏
婆
祝
儀
は
其
土
地
の
並
に
し
た
が
ひ
、
出
産
の
難
と
日
揮
と
を
考
~
、
相
際
戦
φ
に
な
ら
ぎ
る
犠
相
仕
向
る
答
、
尤
多
し
と
い
へ
ど
も
金
一
闘

に
過
べ
か
ら
ざ
る
事

て
育
児
病
集
橡
防
の
た
め
瞥
師
に
依
頼
品
、
毎
月
診
察
相
受
べ
し
、
就
に
高
知
近
遁
は
楠
正
興
(
楠
正
興
は
町
機
議
夏
今
治
手
筋
に
住
居
〉
に
依
頼

み
、
西
野
地
よ
り
比
江
田
醐
分
槌
回
近
漣
は
久
躍
田
村
住
居
竹
内
紀
幹
に
依
頼
品
、
弘
岡
よ
り
森
山
近
遁
は
商
分
村
住
居
秋
翠
貞
賞
に
依
頼
む
。
其

外
も
叉
社
中
相
互
詮
議
白
土
性
質
深
切
に
し
て
療
治
に
遣
し
而
か
も
社
中
と
同
意
の
瞥
師
を
撲
か
是
に
相
依
頼
む
べ
き
事

一
、
見
を
乳
母
へ
あ
づ
け
置
事
先
十
八
ヶ
月
を
限
P
と
定
む
べ
し
、
尤
十
八
ヶ
月
よ
り
内
た
り
と
も
乳
汁
不
足
す
る
か
又
は
不
世
話
に
で
見
の
た
め

宜
し
か
ら
ね
凡
込
有
之
時
は
早
速
他
白
乳
母
へ
預
け
替
い
た
す
Jt
曹
旨
又
瞥
師
~
毎
月
連
行
事
に
至
る
迄
後
日
積
り
漣
無
之
様
最
初
よ
り
乳
母
へ

一
身
承
知
い
た
さ
せ
置
べ
害
事

但
、
本
文
乳
母
へ
預
け
置
事
十
八
ヶ
月
と
柑
定
銚
へ

E
も
其
時
白
詮
議
に
よ
っ
て
又
二
三
年
も
預
け
置
事
も
あ
る
べ
し
。
熱
れ

E
も
乳
母
へ
は

先
以
て
木
文
町
通
魚
知
い
た
さ
せ
置
べ
き
筈

一
、
預
け
貨
は
一
ヶ
月
一
米
三
斗
と
定
め
展
巾
着
物
等
は
其
係
り
の
周
旋
人
よ
り
是
を
仕
向
る
答
、
尤
尿
巾
は
見
一
人
に
付
大
尿
巾
十
枚
小
限
巾
十
枚

都
合
二
十
枚
を
仕
向
る
定
な
り
、
し
か
札
ど
其
時
の
便
利
に
随
ひ
或
は
乳
母
よ
り
草
に
よ
っ
て
は
煤
巾
料
金
六
十
銭
に
て
右
定
。
展
巾
引
受
さ
せ

る
事
は
勝
手
た
る
べ
壱
事



b
ら
い
う
げ

一
、
乞
受
だ
る
見
を
賃
立
に
で
其
視
へ
預
け
置
事
は
一
切
是
を
禁
ず
べ
し
、
若
叉
時
と
し
て
乳
母
な
〈
、
止
む
ζ

と
を
得
ざ
る
時
は
姑
〈
預
け
置

伎
と
も
日
数
二
十
日
よ
り
内
必
他
の
乳
母
へ
預
け
替
い
た
す
べ
奇
事

但
、
無
賃
に
で
寸
志
に
世
話
い
た
し
皮
塞
出
る
時
に
英
哲
一
一
に
任
ナ
べ
壱
事

一
、
見
育
に
係
る
諸
入
用
金
は
潰
拐
明
細
書
を
も
っ
で
祉
中
金
穀
係
よ
り
引
取
ぺ
曹
事

一
、
育
児
病
須
の
節
は
其
最
寄
白
枇
中
へ
早
法
報
知
致
す
べ
き
捺
兼
て
乳
母
~
申
聞
置
、
其
報
知
有
之
時
は
速
に
磐
師
を
招
き
粗
念
な
〈
養
生
致
き

せ
慌
様
周
旋
致
す
べ
き
事

一
、
育
児
万
一
病
死
の
節
は
取
あ
へ
ず
直
人
を
も
っ
て
社
中
議
事
係
官
番
へ
確
報
致
ナ
ペ
し
、
又
乞
受
或
は
出
生
等
の
時
に
も
必
使
或
は
害
状
を
も

っ
て
親
白
一
姓
名
を
記
し
同
様
報
知
致
ナ
ペ
壱
事

一
、
育
児
病
苑
の
節
は
別
冊
白
葬
祭
規
則
に
随
ひ
夫
L
R

英
首
尾
を
遂
げ
決
し
て
軽
々
敷
取
扱
致
ナ
べ
か
ら
ざ
る
事

一
、
兼
て
定
め
置
悦
規
則
の
外
忠
ひ
が
け
な
き
事
件
出
来
候
時
は
祉
中
議
事
係
常
番
へ
一
一
小
談
の
上
是
を
取
扱
べ
号
事

て
誌
に
て
も
同
意
白
人
あ

b
ば
是
迄
の
取
扱
阪
会
し
〈
淡
じ
解
き
、
互
に
カ
を
A
H
せ
一
人
に
で
も
人
的
命
を
助
け
船
換
に
陰
徳
を
積
bm
候
機
川
V

た

し
山
川
.
叫
ん
J

判
中
に
加i
は
h
U
白
熱
る
人
あ
ら
付
枇
中
名
刺
似
へ
載
記
し
、
別
し
て
親
疎
む
〈
杓
茨
る
べ
き
事

右
規
則
之
細
目
は
抱
卵
柑
定
べ
し
且
本
保
之
定
則
と
雌
若
不
便
之
傑
件
あ
ら
ば
社
中
之
北
ハ
議
を
蓋
し
大
同
小
異
之
改
議
を
な
す
べ
し

明
治
七
年
九
月

枇

土

佐

郡

第

八

区

蓮

池

町

住

居

士

族

右

同

悶

郡

第

五

区

農

人

町

住

居

同

右

悶

悶

郡

第

七

.

臨

同

町

住

居

同

右

同

同

郡

第

二

匡

一

宮

村

住

居

同

右

閲

同

郡

同

匝

同

村

住

居

間

右

開

嘗

番

兼

乳

養

係

同

郡

問

屋

岡

村

住

居

間

右

同

営

番

策

金

穀

係

同

郡

同

匝

岡

村

住

局

同

尾

正

右

岡

常

番

乗

右

同

断

同

郡

同

医

岡

村

住

居

同

坂

本

則

美

』

説

々

一

枇

に

於

て

は

、

別

に

育

子

資

金

を

有

す

る

わ

け

で

は

な

く

、

世

員

の

寄

附

に

よ

っ

て

事

業

を

経

替

し

た

如

中

議

事

係

員小藤

遁倉崎

淡

中

.~る

問

111 

時 木

土
佐
の
育
子
策
に
つ
い
て

第
三
十
六
巻

ノ、

九

第

蹴

九
向

智信作篤之細

湖沼、正宗利方



史草括合協
頁

知
育
児
舎
を
組
織
し
中
山
氏
を
舎
頭
と
し
坂
本
則
敏
氏
を
幹
事
と
し
、
十
七
年
五
月
、
牒
鹿
よ
り
三
高
固
の
貸
下
勝
J

知
上

許
可
を
受
け
、
其
事
業
漸
く
緒
に
就
く
に
至
つ
に
。
其
後
事
業
は
・
次
第
に
後
展
し
、
四
十
一
年
に
は
高
知
育
児
院
高
岡

土
佐
の
育
子
策
に
う
い
で

第
三
十
六
巻

第
一
批

ーと。

じ
O 

く
で
あ
る
が
‘
僅
々
二
三
十
名
の
寄
附
金
を
以
て
無
敷
の
貧
児
を
救
育
せ
ん
こ
土
は
、
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
然

る
に
幸
ひ
に
も
奮
藩
↓
公
の
飴
揮
に
係
る
養
院
金
が
残
存
し
て
ゐ
る
か
ら
一
、
之
雪
辱
(
け
ん
と
欲
し
、
養
院
献
金
者
の

主
な
る
者
を
瑚
誘
し
「
育
院
金
の
儀
に
付
歎
願
の
事
」
を
牒
躍
に
提
出
し
、
漸
〈
営
時
所
謂
授
産
金
の
中
よ
り
若
干

の
救
育
費
の
下
附
公
受
く
る
こ
と
が
出
来
た
。
而
し
て
前
掲
高
知
新
聞
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
問
一
耽
よ
ち
本
月
十
三

日
〈
明
治
八
年
の
同
新
聞
同
第
五
十
批
校
行
の
月
)
ま
で
に
殿
、
育
児
は
三
百
五
十
六
名
に
上
り
、
吐
員
も
百
廿
骨
名
佐
算
へ
た
L
」

い
ふ
。
保
レ
高
知
誌
善
協
合
間
取
児
に
い
ふ
川
一
に
唱
。
れ
d
、
校
日
威
令
い
J
っ
て
叫
背
ー
に
い
思
一
児
以
相
…
撒
約
一
…
十
名

で
あ
り
、
間
も
な
く
授
産
係
の
都
合
に
よ
り
右
下
波
金
を
停
止
せ
ら
れ
、
己
h
u
を
得
宇
救
育
テ
一
中
止
し
た
と
い
ふ
。

回

、

高

知

育

児

曾

か
く
て
説
々
祉
は
業
事
業
を
中
止
し
た
が
、
其
枇
は
猶
之
を
存
積
し
、
育
児
事
業
の
再
興
を
期
し
た
が
、
十
二

三
年
の
頃
、
本
願
寺
高
知
別
院
の
開
設
に
際
し
附
属
育
児
舎
な
る
も
の
が
設
け
ら
れ
、
説
々
枇
の
中
山
秀
雄
、
坂

本
兄
弟
も
之
に
闘
係
を
持
っ
こ
左
と
な
ち
、
高
知
牒
よ
h
J
五
高
固
の
貸
下
を
受
け
、
十
六
年
四
月
開
曾
式
を
暴
行

し
た
が
、
十
二
月
に
至
っ
て
貸
下
命
令
の
取
泊
を
出
願
し
て
、
解
散
す
る
に
至
っ
た
。
悲
に
於
て
同
志
は
直
に
高

を
併
せ
、
四
十
二
年
八
月
に
は
土
佐
慈
善
協
曾
と
合
同
し
、
曾
名
を
高
知
慈
善
協
舎
と
改
め
今
日
に
及
ん
で
ゐ
る



が
、
其
聞
の
盤
、
選
は
つ
両
知
慈
善
協
命
日
前
草
史
」
に
明
か
で
あ
る
か
ら
ん
寸
之
を
設
か
な
い
。

明
治
二
十
四
年
四
月
改
正
の
高
知
育
児
曾
規
約
第
一
僚
に
は
『
本
舎
は
陣
胎
腫
殺
の
弊
風
を
洗
除
す
る
を
以
て

目
的
と
す
』
と
あ
り
、
其
第
二
一
慌
に
は
育
児
舎
の
事
業
と
し
て
、
一
育
見
、
二
産
婆
養
成
、
三
棄
児
養
育
補
助
の

三
を
暴
げ
て
ゐ
る
。
之
に
よ
る
も
常
初
育
児
舎
の
目
的
が
、
間
引
の
矯
正
と
生
児
の
養
育
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
四
十
一
年
に
卒
業
改
革
が
行
は
れ
た
が
、
其
営
時
の
改
正
定
款
第
一
僚
に
は
『
本
曾
は
貧
闘
な
乏
児

童
の
救
育
を
主
と
し
傍
ら
諸
般
の
慈
善
事
業
金
経
替
す
る
を
目
的
と
す
』

L
し
あ
り
、
高
知
慈
善
協
舎
と
な
る
に

及
ん
で
、
貧
困
児
童
の
教
育
、
不
良
少
年
の
戚
化
、
免
囚
保
護
、

り
、
共
事
業
炉
著
し
く
麗
化
す
る
に
宝
つ
だ
こ
と
ほ
い
ふ
迄
色
な
く
、 主

(
仙
帆
諸
般
の
慈
善
救
神
事
業
を
行
ふ
こ

K
L」な

人
口
政
策
2
し
で
の
存
在
は
之
を
見
る
そ

特
F
る
に
王
町
一
ナ
切
り
黙
し
な
い
か
ら
偲
川
時
代
よ
り
引
っ
Y

き
明
治
の
前
半
に
及
ぶ
ま
で
、
間
引
矯
正
の
た
め
に
殺

育
の
方
法
が
採
ら
れ
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
ら
う
。

玉
、
館

論

土
佐
に
お
け
る
間
引
の
慣
習
が
、

徳
川
時
代
か
ら
明
治
へ
か
け
て
行
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
右
に
よ
っ
て
明
か
で

ゐ
る
が
.

「
民
間
悪
習
情
貰
」
と
題
す
る
も
の
に
は
、
そ
の
慣
習
を
仔
細
に
記
し
て
居
る
。
参
考
の
た
め
に
之
を

掲円、。

(
む
カ
)

『
一
、
見
を
育
す
る
こ
と
二
男
一
女
よ
り
多
き
は
無
用
な
り
と
云
て
事
ず
。
故
に
女
な
、
b
ば
奉
ず
、
或
は
男
な
ら
ば
暴
ず
と
云
で
相
官
壌
に
蝋
託
す
る

土
佐
伯
宵
チ
策
に
づ
い
で

第
一
一
一
十
六
巻

七

員E

:;j)l 

一じ



土
佐
の
育
子
鍛
に
づ
い
て

第
三
十
六
巻

-{; 

第

披

じ

も
の
あ
り
、
(
女
子
を
奉
ざ
る
は
男
子
を
拳
さ
る
よ
り
猪
多
し
)

一
、
見
多
き
に
過
れ
ば
火
砕
並
他
見
。
衣
食
足
ら
ず
と
云
て
暴
ず
日
正
れ
其
組
情
た
り
。
他
人
も
亦
多
子
に
し
て
貧
な
る
者
を
見
て
は
之
を
務
議
し

己
れ
が
分
を
も
願
み
ず
徒
b
に
数
見
を
奉
て
他
日
の
困
却
を
も
知
ら
さ
る
不
費
悟
者
と
喧
笑
す
る
者
あ
り
。

て
産
業
あ
る
も
の
子
を
奉
れ
ば
、
た
と
ひ
季
末
白
子
た
り
と
も
必
世
俗
に
随
ひ
杭
節
に
及
ん
で
相
際
白
宴
を
設
け
、
客
を
饗
せ
き
れ
ば
客
席
問
の

名
を
得
、
世
人
に
粧
賎
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
恐
れ
、
其
入
貨
に
勝
へ
ざ
る
を
以
て
事
る
こ
と
を
得
ざ
る
も
の
あ
り
。

ヨ

メ

一
、
老
て
見
を
産
す
る
を
耽
て
事
ず
、
或
は
既
に
新
婦
あ
っ
て
後
、
見
を
奉
れ
ば
新
婦
へ
意
M

丹
の
煩
勢
を
掛
る
と
一
五
て
悲
ぎ
る
者
あ
り
。
或
は
老

て
鬼
を
奉
れ
ば
叫
養
に
十
一
向
h
u

白
恥
に
し
て
安
居
向
遇
。
朔
な
し
と
云
て
事
ぎ
る
者
あ
り
。

;
切
の

F
K
く
迩
F
を
収
り
「
後
直
-n
受
争
す
れ
ど
も
、

E
可
児
を
事
る
こ
と
義
子
に
射
し
て
不
都
合
な
り
正
一
五
て
皐
ざ
る
者
あ
り
。
戎
ぽ
肘
却
に

受
胎
せ
る
妻
を
会
り
、
英
見
を
奉
れ
ば
更
に
後
の
妻
を
取
る
ロ
坊
山
リ
あ
り
と
一
五
で
事
ざ
る
者
あ
り
。
或
は
接
脚
夫
と
な
り
多
〈
子
を
暴
れ
ば
先

夫
白
尖
惇
宇
先
夫
白
子
に
封
し
て
不
都
合
あ
り
と
云
て
曲
事
ざ
る
者
あ
り
。

て
二
男
一
ニ
男
等
多
く
あ
っ
て
財
産
を
分
興
ず
れ
ば
執
れ
も
微
力
と
な
り
、
殊
に
長
子
白
不
幸
と
な
る
と
云
ひ
て
事
ぎ
る
者
あ
り
。

て
丙
午
年
に
生
る
る
子
は
長
子
及
び
尖
母
を
傷
害
す
と
一
古
川
町
、
丑
の
年
に
生
る
る
子
は
長
子
と
な
ら
ん
こ
と
を
欲
し
て
兄
姉
を
傷
害
す
と
云

ひ
、
厄
年
白
子
は
父
母
に
利
あ
ら
ず
と
一
五
の
説
に
惑
ひ
て
暴
ざ
る
も
の
あ
り
。
(
叉
受
李
月
に
非
ず
し
て
受
雫
せ
る
子
、
及
び
尖
母
の
年
を
計
算

し
て
胎
児
の
男
女
を
占
ひ
、
舎
は
ざ
る
者
は
奉
る
と
雛
必
成
長
す
る
巴
と
を
得
ず
と
云
等
町
説
あ
り
正
云
)

一
、
流
産
せ
ん
こ
と
を
欲
し
て
堕
胎
薬
を
買
ひ
、
之
を
服
す
る
も
の
あ
り
、
叉
自
ら
間
関
肘
衡
を
行
ふ
も
の
あ

p
。
(
下
略
)

一
、
場
師
に
就
て
堕
胎
薬
を
需
む
る
も
の
あ
り
。

一
、
瞥
師
人
の
需
め
に
臆
じ
て
噴
胎
薬
を
調
し
、
逆
術
を
施
す
者
あ
り
、
又
是
が
魚
に
母
健
も
共
に
傷
亡
せ
し
め
し
こ
と
あ
り
。
(
或
は
言
ふ
噴
胎

築
を
資
れ
ば
利
を
得
る
こ
と
常
の
嘆
に
倍
程
ず
る
こ
と
あ
り
と
)

一
、
歴
死
せ
ん
と
ナ
る
こ
と
を
聞
膏
、
其
鬼
を
乞
受
け
養
育
せ
ん
と
欲
ナ
る
に
、
彼
れ
自
ら
奉
育
す
と
云
て
我
が
請
を
僻
L
、
他
日
英
見
を
問
へ

ば
、
素
よ
り
望
む
所
白
男
子
或
は
女
子
な
り
し
に
不
幸
胎
死
に
し
て
慨
惜
に
塩
へ
ず
な

F
と
答
る
あ
り
。
其
賞
既
に
逆
事
を
行
ひ
遁
言
飾
僻
を

以
て
其
跡
を
掩
は
ん
と
す
る
者
に
似
た
り
。

一
、
穏
婆
も
し
蝿
託
を
受
け
彼
の
術
を
行
ふ
時
は
謝
金
大
抵
一
周
以
上
二
国
或
は
一
一
一
闘
を
食
取
す
る
と
一
耳
ふ
。

て
貧
困
家
穏
婆
に
興
る
謝
金
な
き
も
の
尖
母
自
ら
其
術
を
行
ひ
、
或
は
全
〈
貧
困
な
ら
ず
と
雄
白
、
b
之
を
行
ふ
も
の
亦
φ
か
ら
ず
。
(
農
家
の
婦



カ
セ
ク
ル
マ

懐
紙
せ
る
も
の
あ
り
、
一
日
憐
掃
伎
で
之
を
見
れ
ば
、
宮
車
を
廻
噂
し
で
未
だ
散
せ
ぎ
る
の
長
兆
あ
り
、
傍
陀
舗
に
糊
し
て
之
を
採
按
す
る

が
如
き
の
叫
軌
を
な
せ
り
、
(
中
略
ソ
問
て
日
、
阿
娘
今
日
何
を
か
鴛
せ
る
。
答
で
目
、
郎
今
安
摩
せ
り
、
其
向
唱
を
問
へ
ぽ
、
な
し
在
容
へ
、
日
請

で
日
、
屋
後
に
鍬
あ
n
明
、
戎
が
鴛
に
取
り
来
札
、

A
1
夫
牲
で
回
に
在
り
、
其
蹄
ら
ぎ
る
に
及
ん
で
建
に
之
を
牧
埼
せ
ず
し
で
血
械
を
夫
に
燭
れ

し
む
れ
ば
耕
業
に
妨
あ
り
と
、
隣
人
是
れ
に
従
ふ
o

傘
に
自
ら
鍬
を
執
り
屋
下
を
穿
で
是
を
埋
し
考
あ
り
主
)

ナ
イ
シ
ョ
ウ
パ
パ

て
穏
婆
座
死
白
謝
金
E
A買
収
す
る
を
以
で
、
其
際
に
乗
じ
密
に
漕
謝
を
取
で
事
ら
師
四
苑
の
み
を
行
ふ
際
業
四
時
務
あ
り
と
一
五
ふ
。

て
膝
下
の
民
情
を
察
す
る
に
、
各
々
其
土
地
に
随
て
同
一
な
ら
ず
と
雄
、
回
起
を
要
ナ
る
に
高
知
凶
坊
の
民
は
最
も
狭
滑
に
し
で
悪
習
殊
に
甚
L

f
、
政
府
の
法
令
を
も
亦
敬
ひ
重
ん
ぜ
ぎ
る
同
情
勢
あ
り
、
近
邑
は
之
に
・
次

ro
還
付
遁
地
は
撲
隔
に
し
て
粉
々
制
し
易
し
。

一
、
人
民
上
を
奉
ず
る
こ
と
を
念
に
せ
ず
、
戸
籍
の
出
入
時
々
之
を
戸
長
に
管
る
事
を
な
さ
ざ
る
を
以
て
出
生
の
児
、
月
を
跡
へ
或
は
年
を
織
れ

ど
も
、
治
来
月
鰭
の
編
鵠
に
入
ら
ぎ
る
も
の
あ
り
、
出
生
白
児
ナ
ら
精
此
の
如
し
、
礼
申
胎
死
の
見
を
や
。

て
年
己
に
四
五
十
歳
代
及
び
己
れ
慨
に
一
一
一
岡
田
ん
を
も
問
即
死
せ
る
も
の
は
、
全
〈
此
斑
山
骨
押
の
非
理
た
る
を
知
ら
ず
る
に
あ
ら

fEF-
昨
も
、
鞠
然
と

し
て
既
往
の
過
を
悔
び
今
日
の
非
を
吹
る
事
能
は
ず
、
戎
は
特
措
阜
の
志
を
助
け
彼
が
惑
を
叫
山
内
(
と
31
を
潔
し
'r一
サ
ぎ
る
も
の
申
出
る
に
例
た
り
。

戒
は
叉
他
人
の
我
説
に
従
ん
と
次
ナ
る
も
の
配
見
で
は
、
行
方
消
す
口
し

R
つ
導
端
を
地
折
叶
ぜ
ん
と
す
る
も
の
多
き
陀
似
た
り
。
晴
品
々
足
J
h
亦
俗

戸

we
噌
寸
再
処

l

・、h
t
r
'
qリ
〕

hv何時小
1
i
J
M

ド
品
υ

品百一冊
j
ノ
ハ
A
W

平
日
明
防
相
地

一
、
従
前
来
岬
腔
苑
を
な
き

Y
る
者
陀
野
し
で
、
此
専
の
非
理
た
畠
を
誇
れ
問
、
主
計
説
入
易
〈

L
で
池
町
信
州
制
一
ず
る
も
の
多
し
、
是
れ
前
過
の
繋
脊

す
べ
き
な
曹
を
以
で
た
り
』

右
の
記
述
に
は
年
月
、
筆
者
名
を
快
い
で
ゐ
る
が
明
治
維
新
以
後
に
書
か
れ
た
も
の
な
る
こ
左
は
、
文
中
に
牒

下
と
い
ひ
、
或
は
一
周
二
固
な
ぎ
と
い
へ
る
言
葉
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
る
。
然
し
慣
行
ぞ
の
も
の
は
維
新
前
よ

り
存
ぜ
る
こ
と
を
記
し
た
拙
も
少
〈
な
い
で
あ
ら
う
。
ま
に
こ
れ
に
よ
っ
て
如
何
な
る
場
合
に
か
か
る
慣
行
が
行

は
れ
た
か
と
い
ふ
こ
と
も
知
り
得
る
黙
が
少
〈
な
い
。
明
治
三
十
八
年
刊
行
の
臭
文
聴
氏
の
「
鍔
一
人
口
政
策
」
の

中
に
高
知
牒
下
に
於
け
る
弊
習
悪
慣
の
貫
況
と
し
て
記
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
晶
、
大
瞳
右
の
「
民
間
悪
朝
日
情
賞
」
を
多

少
判
讃
し
易
〈
書
き
改
め
ら
れ
た
も
の
の
如
く
考
へ
ら
れ
る
。

(
附
記
)
前
稿
井
に
本
稿
の
史
料
に
ヲ
い
で
は
東
京
山
内
侯
爵
家
仙
石
皐
士
、
高
知
市
、
松
山
秀
美
、
小
関
聾
吉
、
武
市
佐
市
郎
、
坂
本
重
喜
諸
民

京
都
帝
国
大
愚
農
息
子
部
上
回
準
士
に
責
ふ
所
が
醤
だ
多
い
。
葱
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

士
性
の
育
子
策
に
つ
い
て

第
三
十
六
巻

第

、競

七

七

高知慈善協曾沿寧~，I-3買にも同様。 !:!E を記す17) 


